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保育士配置基準の引上げの早期完全実施と　　

さらなる改善を求める意見書の提出について 

 

上記の議案を次のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１０９条第６項及び旭市議会会議規則（平成１７年旭市議会規則

第１号）第１４条第２項の規定により提出します。 
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保育士配置基準の引上げの早期完全実施とさらなる改善を求める　

意見書 
 
 
　保育所は、子育てを支える施設であり、幼い子どもの発達を保障し、いのちを　　

守るために不可欠な社会的資源になっている。 
保育所の機能拡充が進む一方で、職員配置や施設基準の改善は進まず、職員の　

負担増が深刻になっており、保育所での事故が増大している状況などを踏まえれば、

現在の配置基準は不十分であり、子どもの命と安全を守るためにも保育士増員が　

急務となっている。 
2024 年４月から改正された児童福祉施設の設備及び運営に関する基準が施行　

され、４・５歳児 25 人に対し保育士１人、３歳児 15 人に対し保育士１人とした

が、経過措置が設けられている。また、１歳児の配置基準引上げの５対１について

は、法令改定はされず、2025 年度予算に加算措置が盛り込まれたが、要件が厳し

く対象となる施設が限定されている。 
全ての施設において、基準以上の条件での保育を実現するために、１歳児の加算

要件をなくした上で、法令改定により基準を引上げること、３歳児、４・５歳児は

経過措置を撤廃することで、保育士等職員の負担を軽減し、子ども一人一人に対し

て丁寧な関わりを保障するとともに、全ての年齢で基準をさらに改善することが、

保育現場と保護者の切なる願いである。 
よって、国においては、保育士配置の基準引上げの早期完全実施とさらなる改善

を実施することを強く求める。 
 

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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